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中下裕子・「化学物質政策基本法」（仮称）を制定させよう！
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「化学物質政策基本法」（仮称）
を制定させよう！

●化審 法 の 見 直 し 作 業 が ス タ ー ト

化学物質審査規‘；開法（化審法）の見直し作業が、環

境省・厚労省・経産省の合同会合でスタートしていま

す。化審法は、カネミ油症事件の発生が契機となり、

昭和４８年に、ＰＣＢなどの難分解性・薔積性・毒性の

ある化学物質が新たに市場に出回ることのないよう

に、事前にデータを届出させて審査し、製造使用を規

制するために制定された法律です。当時は、世界初の

画期的な法律でした。しかし、その後３０余年を経て、

今、その枠組みそのものを根本的に見直す時期を迎え

ていると思います。

● 化 審 法 の 問 題 点

化審法の問題点は、まず第１に、法制定時に既に市

場に出回っていた約２万種の既存化学物質に対して

は、その適用か除外されたことです。これらの既存物

質については、安全欧点検作業が行われてきましたが、

現在までに毒性等のデータ収集が完了したものは僅か

３００物質程度にすぎません。つまり、私たちは、安全

性の確認のないままに今もこれらの物質を大垣に使

用し続けているのです。これでは対策が後追いになる

の も 当 然 で す。

第２に、規制の枠組みが、難分解性・薔積性・毒性

に限られていることです。しかし、良分解性であって

も、大量に使用されたり、毒性が強い物質も、規制対

象にする必要があります。またＥＵのように、非常に

高い難分解性・高蓄積性のある物質（ＶＰＶＢ）は、

たとえ毒性が不明でも使用削減に取組むことも必要で

す 。

第３に、実際に規制された物質の数が極めて少数に

とどまっていることです。現在、製造使用が実質的に

禁止されているのは僅か１６物質にすぎません。生産量

の届出や表示が義務づけられているものも、２３物質に

とどまっています。約１０万種といわれる世界市場の化
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事 務 局長・弁護士中下裕子

学物質数に対して、この数はあまりにも少ないと言わ

ざるを得ません。これでは健康被害の発生を未然に防

ぐことなどできないのではないでしょうか。

● 化 学 物 質 政 策 の 基 本 法 の 必 要 性

さらに問題は化審法だけでなく、現行の領域・川

途別の縦割りの制度そのものにもあります。現行制度

は、省庁別に対策が実施される仕組みとなっています

が、対策が省庁ごとにバラバラだったり、対策にＦす

き間」が生じることもしばしば起こります。過去の水

俣病・カネミ油症などの公害事件から、最近のアスベ

スト問題まで、被害が発生してから慌てて対策を強化

するという失態を行政が繰り返しているのも、ここに

原囚の一端があります。

化学物質には光と影があります。影の而へのコント
ロールの欠如が、過去さまざまな公害事件を生み、今

またシックハウス・化学物質過敏症などの新たな疾忠

を発生させています。さまざまなガン、アレルギーの

増加や、最近急増している学習障害・行動障害などの

発達障害の発症にも、化学物質の関与が強く疑われて

います。多種多様で大量の化学物質の影の面を十分に

コントロールするためには、共通の基本理念や戦略の

下に、関係省庁が相互に連携し、一貫性をもって施策

を総合的かつ計画的に実施することが不可欠です。そ

のためには基木法の制定と、行政組織の一元化が急務

だと思います。今、政府内で「消費者庁」の設置が検

討されていますが、行政一元化は化学物質管理の分野

でも求められているのです。

ＥＵでは、約８年かけて従来の制度を抜本的に見直

し、既存法令を統合した新しい法律「化学物質の登

録・審査・認可に関する法（ＲＥＡＣＨ）」を制定し、

昨年から施行しています。今こそ、わが国でも同じよ

うな取り組みを開始すべき時ではないでしょうか。化

審法の見直しを機に、その前提たる基本法を早期に制



化学物質対策基本法と個別法の位置づけ

化学物質政策基本法

化学物質基盤法
（化審法・化管法を合体させたもの）
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基 本 理 念
①上市前のリスク評価（ノーデータ・ノーマーケ

ットの原則）

②影響を受けやすい人々（胎児・子どもなど）や

生態系への配慮

③ライフサイクル管理（研究開発から、製造、使

用、リサイクル、処分に至るまで）

④予防的取組方法（予防原則）

⑤代替化の促進（代替原賄

⑥施策の制定へのすべての関係者の参加確保（協

働原則）

⑦国際的強調

基 本 施 策 往 な も の ）
・化学物質基本計画の策定

・新規・既存化学物質の事前登録制度

・高懸念物質（発ガン性、生殖毒性物質など）へ

の規制
・化学物質に関する情報共有、ＧＨＳに準拠した表

示制度の構築
・非意図的物質の管理

・地震、火災、爆発事故などにおける飛散等の防

止措置
・関係機関相互の密接な連携の下での施策の策定

定し、その下で化審法をはじめとする個別法の全面的

見直しに着手すべきだと思います。

● 化 学 物 質 政 策 基 本 法 の 内 容

国民会議では、今般、「化学物質政策基本法」の試

案を取りまとめ、立法、行政に提出するとともに、そ

の実現に向けてロビー活動を行っています（４頁参

照）。

基本法の内容は、同封の提言書をお読みいただきた

いと思いますが、私どもは図のような法体系を構想し

て い ま す。

基本法の基本理念・主な基本施策は表を参照して下

さい。また、化学物質の登録・リスク評価等を司る一

元的な行政機関として、「化学物質評価・調整委員会」

（独立行政委員会）の設置を提案しています。さらに

施策の立案には、専門家のみでなく、市民を含むステ
ークホルダーによる会議を開催し、十分な討議を経て、

その結果が施策に反映されなければならないと提案し

て い ま す。

● 基 本 法 制 定 を 求 め る 国 民 的 運 動 を ！

国民会議では、この提言を実現するために、より多

くの市民・ＮＧＯ・消費者団体・労働組合などに働き

かけて、基本法制定を求める大きな国民的運動を展開

していきたいと考えています。昨年のダイオキシン国

際ＮＧＯフォーラム開催で発揮したＮＧＯの力をさら

に拡大強化して、基本法の立法化につなげていければ

と思います。どうか多くの皆様のご協力をお願いしま

す。また、法案・運動へのご意見を、ぜひお寄せいた

だければと願っております。



「化学物質政策基本法」（仮称）
ロビー活動現場レポート

去る５月２８日と２９日、国民会議は、立川涼代表、
神川美智子副代表、中下裕子事務局長、植田武智事

務局、菊池美穂事務局次長、西村啓聡弁護士の６名
で、化学物質政策基本法のロビー活動のため、衆参
国会議貝及び経済産業省、内閣府、環境省を訪問し
ました。
１日目の最初は、参議院議貝会館において、民主

党ネクストキャビネット環境大臣である岡崎トミ子
参議院議員を訪問しました。
この訪問においては、化学物

資政策の責任と役割を明らかに
するために基本法を作る必要が
あるという立川代表の説明の
後、中下事務局長から、消費者の保護のためには化

学物質行政の一元化が急務であり、その一元化のた

めには、化学物質政策の基本を定める化学物質政策

基本法や、化審法や化管法を統合した化学物質基盤

法 の 制 定 が 必 要 で あ る と い う 説 明 が な さ れ ま し た。

また、化学物質政策を実現する機関として、化学物

質評価・調整委員会を現行の公害等調整委員会を改

組することで設立するというプランの説明も行われ

ま し た。

このような説明に対して、岡崎議員は、党内にお

いても、化学物質政策基本法の話か出ており、今は

基本法の制定においてはタイミングとしてよいと思

う。今後、参議院の小委員会等で取り上げたいので、

互いに協力しながら基本法の制定に向けて頑張りた

いという心強い言葉をいただきました。このように、

次の内閣の環境大臣である岡崎議貝から強い賛同を

得られたことは、国民会議の今後の活動において非

常に大きな力になると思いました。

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．５２

弁 護 士 西 村 啓 聡

次に、参議院議員会館において、川田龍平参議院

議 員 を 訪 問 し ま し た。

国民会議は、川田議員に対し

て、現行のシックハウス対策等

は 一 貫 性 が な い こ と を 考 え る

と、化学物質政策の縦割り行政

を 統 一 化 して、 消 費 者 の 安 全 を 考 え る べ き で あ る。

また、化学物質過敏症の患者救済のためには化学物

質被害救済法の制定が重要である。さらに、この件

は省庁の抵抗が強いことから政治主導でなければ達

成できないので是非議員に頑張っていただきたいと

い う 説 明 を し ま し た。

これに対して、川田議貝からは、以前、参議院の

環境委貝会でＲＥＡＣＨを取り上げたことから化学

物質政策基本法の問題意識はもっていた。日本の企

業 も Ｅ Ｕ の Ｒ Ｅ Ａ Ｃ Ｈ に 関 わ ら ざ る を 得 な い の で、

日本としてもＲＥＡＣＨ同様の取り組みをしなけれ

ばいけないと思っていた。このような基本法をよく

作ってくれましたねというねぎらいの言柴をかけて

頂きました。また、川田議員は、ヨーロッパという

地域でＲＥＡＣＨが実施されていることを考えると、

今後日本も自国だけではなくアジア地域全体の規制

を考えていかなければならないのではないかと問題

提起されました。このように、川田議貝からは、現

行の化学物質規制への問題意識と国民会議の政策へ

の前向きな姿勢が感じられました。

２日目には、参議院の院内に
公明党の山下栄一参議院議員を

訪問しました。カネミ油症のよ
うな被害が甚大になる前に、基
本法を作り化学物資の氾濫を抑



えたいという国民会議からの説明に対して、山下議

員からは、国民会議が提案する基本法や化学物質評
価・調整委貝会をどこの省庁が所管すべきかという
基本法等の実現に向けた質問が発せられ、山下議貝
の国民会議の政策提言への前向きな姿勢を感じまし
た 。

次に、国民会議は、参議院議貝会館において、民
主党の福山哲郎参議院議員を訪
問しました。
福山議員からは、本提言への

賛同の言葉と共に、現在、福山
議員が力をいれている生物多様
性に関する基本法の取り組みが、本提言の骨子であ
る化学物資政策基本法の制定に向けて参考になるの

ではないかというアドバイスを頂きました。
その後、国民会議は、議員会館をひとまず後にし

て、経済産業省の照井製造産業

局次長を訪問し、意見交換を行
いました。

２日目の午後からは、国民会

議は、参議院議員会館において、
自民党の古川俊治参議院議員を
訪問しました。
国民会議は、古川議員に対し

て、基本法を制定してその理念
を化学物資政策全体に及ぽすこ
と、既存の組織を改組して化学物質政策の一元化組

織を設立し化学物質政策の企画巾枢を作り戦略的な
国の化学物質政策を行うことという本提言の趣旨を

説明しました。
これに対して、古川議員は、特に基本法の制定に

ついては賛成であり、国民会議が提案する化学物質

評価・調整委員会についても、予算等の現実を踏ま
えて実現すべきではないかという意見を述べられま
した。古川議員からは、国民会議の本提言について
非常に前向きな姿勢が感じられました。
次に、国民会議は、衆議院議員会館において社民

党の阿部知子衆議院議員を訪問しました。残念なが
ら阿部議貝は不在でしたが、阿部議員の秘書官と意
見交換をしました。
その後、国民会議は、内閣府に移動し、内閣府総

合科学技術会議の環境エネルギー担当者と意見交換

をしました。同会議は、技術的

側面から化学物質の総合的な評
価を試みており、大変有意義な
議論となりました。霞ケ関にお
いても、国民会議と同様な問題

意識をもっている組織があることに勇気づけられま
した。
内閣府を後にした国民会議は、再度参議院の議員

会館に戻り、公明党の加藤修一参議院議員を訪問し
ま し た。

国民会議からの本提言の説明

の後、加藤議員は、本提言と同

じ分野について以前から取り組

んでいるが、今はＲＥＡＣＨと

い う 風 が 吹 いて い る の を 感 じ て い る 。 そ して、 基 本

法等の問題は、党としてやる必要があると考えてい

るので、党内のＰＴで国民会議からヒアリングをし

たいと述べられました。この訪問においては、化学

物質政策において日本は他国の動向に左右されるの

ではなく独自のモデルを構築するべきではないかと

いう立川代表の言葉が印象に残りました。

その後、国民会議は、議員会館を後にして、環境

省 石 塚 環 境 保 健 部 長 を 訪 問 し、

意見交換を行い、今回のロビー

活動における全日程を終了しま

し た。

以上の議貝や省庁の訪問のｌ……

外、国民会議は、市田忠義参議院議員（共産党）、川
口順子参議院議員（自民党）の事務所を訪問し、今

回の提言に関する書類を両議員の秘書に渡しました。
今回の衆参国会議員及び各省庁の訪問を終えた感

想としては、化学物質政策基本法に関する国民会議
の諸政策は、非常に時機を得たものであり、実現可

能性が高いということです。特に、国会議貝の先生
方の感触は、与党野党を問わず非常に良いものであ
り、国民会議の一貝として大変心強く思いました。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１５２０



廃プラ（そ。他プラ）処理に関わる
諸問題
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〈前〉

ミ行政の区の独立はなしくずしとなったのである。

その結果、事実上の広域清掃事業連合組合として一

組は現在も存続しているのである。一組は２３区の区長

会が辺営することになっているのであるが、実際には

旧清掃局が実権を握っており、区長会は傀儡政権に過

ぎない。２３区のごみ政策は現在、一般ゴミの収集は区

が担当、焼却は一組、埋め立ては東京都環境局という

３層構造となっている。

プラスチックはもともと一般廃棄物であり、全国で

は焼却を基本とする自治休および埋め立てをする自治

体が半数ずっあった。平成７年に環境省と経済産業省

は容器包装リサイクル法を成立させた（平成工８年に改

正）。この中に容器包装リサイクルの対象となるプラ

スチックの「その他プラ」が位置づけられている。

これまで２３区では不燃ごみとしてプラスチックをカ

ンやビンなどと共に収集し、資源のカンおよびビンを

除去した後、埋め立てていたのであるが、埋め立て地
の不足を理由に平成２０年から全面的に廃プラの焼却が

打ち出されたのである。東京都の廃棄物審議委貝会が

平成１６年に環境省に先立って廃プラの焼却を決定した

ことから始まったとされている。２３区の平成２０年から

の廃プラ全面焼却は以上の経過により開始されたので

ある。しかし、埋め立て地の逼迫というよりも焼却炉

に見合うゴミ量が減少したことが最大の理由と区民は

考 え て い る。

全面焼却に対して各区では国が定めた容器包装リサ

イクルを進めるべきとする区民におされてリサイクル

を行う区が出てきた。したがって分別方法が各区によ

り異なり、ちょっとした騒動となっている。

筆者は杉並病を調査した経験からプラスチックのリ

サイクルには健康被害をもたらす危険性があることを

多くの人に知っていただきたく、この文章を書くこと

に し た。

廃棄物系化学物質によ６健康被害者支援科学者グループ小椋和子
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は じ め に

容器包装リサイクル法が改正されてからまだ問がな
いにもかかわらず、このところ東京２３区ではにわかに

廃プラ問題が浮上してきた。そのきっかけは東京２３区

清掃一部事務組合（以下一組と省略）が平成２０年から

の廃プラ全面焼却を打ち出した事による。

同組合は東京都清掃局が平成１２年度に解体され、清

掃事業が区に移管されることにより、暫定的に設置さ

れたのである。しかし、区への移管はあくまでも方向

性であって実行するのは不可能であることは当初から

目に見えていた。なぜならば、移管されるとすべての

区が焼却炉を持ち、焼却事業を行う必要がある。案の

定、焼却炉の建設地が見っからない区があること、２３

区内には一般ゴミ量にみあう十分な焼却炉がすでにあ

ること、さらに資源ごみの回収により、焼却ごみ量

（紙ごみと厨芥ゴミ）は減少し続けていることにより、

燃やすごみがなくなるおそれが出てきたことなどでゴ



１ 。 ゴ ミ 焼 却 の 問 題 点

有機ゴミは焼却すれば、二酸化炭案や水となり、素

材の有害物質を含む化学物質が広く薄く地球に散らば

ることになる。人問にとっては目の前から固形のゴミ

が消え、幸せであり、さらに企業は大量生産が可能と

なる。この図式はダイオキシンをはじめとする有害物

質の排出を抑制するために焼却炉が高性能化したこと

によってますます勢いづいている。高性能とはいえ、

有害物質を完全に除去して排気することは不可能であ

り、フィルターの劣化などで思わぬ被害が出ないとも

限 ら な い。

最悪なのは日本には焼却炉からの有害物質の排気基

準は無いに等しい。ダイオキシン類対策特別村ｙ世法に

よるダイオキシンは多くの人が知るように測定が１年

に一度４時間、安定した時に測定すればよいという、

分析の素人でも不思議に思う内容となっている。現在

のところ各焼却炉のダイオキシン濃度は国の新設施設

の基準値（０．１ｎｇ-ＴＥＱ／ｍ３Ｎ）を大幅に下回っている。

その結果、大気中のダイオキシン濃度の起源を説明で

きないという笑い話にもならない状態でいる。真の排

出量を知るためにはベルギーのように連続的な測定が

必要であることはいうまでもない。

ダイオキシン以外に排気ガス中や焼却灰や飛灰のな

かの重金属などの有害物質や灰溶融炉による溶融物の

有害物質など焼却に関連ずる基準が十分にないことや

あっても分析方法の不備などで行政に対する不信があ

り、焼却に反対する区民も多い。

２ 。 容 器 包 装 リ サ イク ル 法 の 問 題 点

国が制定した容器包装リサイクル法では廃プラの分

類が今までのような素材ごとと異なり、ペットとその

他プラのみになった。ペットというのはポリエチレン

テレフタレートであり、ほとんどがボトルである。ペ

ットは別個に回収されること、素材が同じであるので

ペレットに戻しやすく再生品を製造することは容易で

ある。しかしながら、リサイクルの際のエネルギー消

費や環境汚染、再生品の質の問題等を考慮するとリサ

イクルすることが良いことかどうかは意見の分かれる

ことである。
一方、経済産業省や環境省が定めたその他プラにつ

いては素材が多種であること金属とラミネートになっ

ているものなど複合素材、複合材質の容器も非常に多

い。これらから再製品ができるとは到底思えない。実

際に製品となったＮＦボードや擬木、パレットなどを

みても強度について疑問がある。そのために新しいポ

リプロピレンで補強が行われている。このことはプラ

スチックを生産したことのある企業や研究者は当然認

識していて、材料リサイクルが不可能であったことを

新聞で報道（告白）した業者もある。

日本テレビではリサイクル製品を追跡している番組

（アクション）を制作し、環境大臣が持参したハンガ
ーがリサイクル製品ではない可能性を指摘している。

それにもかかわらず、材料リサイクルの推進を掲げて

いる環境省は不可能を強いているわけで反省するべき

である。再生紙に偽装があったことからわかるように

再生プラはバージンより高い価格であり、品質は劣悪

な の で あ る。

３ 。 一 般 廃 棄 物 の 「 そ の 他 プ ラ 」 の リ サ イ ク ル

の 仕 組 み と 問 題 点

容器包装リサイクル法では企業が処理費を支払うこ

とにしているが、実際には企業が支払う費用よりも自

治体が日本容器包装リサイクル協会に引き渡すまでに

支出する費用がはるかに大きい。

プラスチックの質の問題であるが、先に述べたよう

にアルミ箔が重ねてある薬の包装材、レトルト食品な

ど空気を遮断するための幾重にも種類の異なる素材の

商品にプラマークが記されている。これらのプラゴミ

は分別しない限りそのまま材料リサイクルをすること

は理論的に不可能なのである。

プラスチックは製品になるまでに劣化防止、強度、

柔軟性など目的に応じて１０００種以上の添加剤を加えた

さまざまな物質の混合物である。

自治体はこのようなプラマークが着いているその他

プラを各家庭から収集し、圧縮施設に運搬する。施設

では袋を破砕してベルトコンペア上で多くの人が手選

別で適合しないゴミを除く。適合したプラを圧縮機に

よってベール梱包し、リサイクル業者に引き渡す。こ

こまでが自治体の役目である。

自治体の意向と関係なく、財団法人日本容器包装リ

サイクル協会のもとで落札したリサイクル業者がこの
ベールを引き取りに出張し、ようやくリサイクルが始

ま る。

リサイクル業者は約２５０社あるということであるが、

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１５２●



それらは材料リサイクル、ケミカルリサイクルが主で

環境省が推進する材料リサイクルはパレット製造、擬

木、ＮＦボードの製造などが知られている。

４ 。 あ る リ サ イ ク ル 業 者 、 ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル

の 現 場

ケミカルリサイクルを請け負っている１つの業者で

行われている作業について述べる。主にコークス製造

に利用される。できた偽コークスを本物に５％ほど加

えて製鉄に利用するのである。

作業を簡単に述べると、引き取った自治休のベール

をまず破砕し、プラ種類選別機でフィルムなどの軽量

物と重量物に分け、それぞれ一次破砕機、手選別を行

った後、磁選機にかけ、二次破砕機にかける。フィル

ムなどはドイツ製の比重選別機で塩ビを除去し、残存

物を粒状に成型する。固形やボトル系の重量物は一次

破砕の後、風選機にかけ、さらに二次破砕した後、分

級する。軽量物から出来た粒とこれらを混ぜて大型の

塊に成型してコークスにする。この企業の担当者はそ

の他プラとして引き取ったゴミのうち、コークス製造

では８５％、高炉還元では７５％が利用できるとのことで

ある。別の企業では約５０％との証言を得ている。残り

は産業廃棄物となる。

材料リサイクルでも収集したその他ブラの約半量が

利用不能で産業廃棄物として処理されている。

５ 。 廃 プ ラ 施 設 周 辺 の 健 康 被 害

１）杉並区井草に東京都が建設した不燃ごみ（プラス

チック、カン、ビンその他、燃やさないごみ）の中間

施設は平成８（１９９６）年に稼働と同時に周辺住民が被

害を訴えたことにより、問題が明るみに出た。この施

設は収集車が回収した不燃ゴミを圧縮し、嵩を減らし

て東京湾の処分場まで運搬することを目的に建設され

た施設である。当時は原因が明らかでなく、東京都は

原因の調査を行い、専門家集団を駆使して解明を試み

た 。

杉並区は環境課が被害を調査し、周辺の住民を訪問

したりアンケートを行った結果、同年の７月には８６４

名中１２３名が不調を訴えた。１１月のアンケート調査で

は、対象者５８００名のうち回答者は１３９２名で、そのうち

の３１９名が不調を訴えた。しかし、なぜか区の保健所

は保健所に訴えがあり、認めた５２名の住民のみを被害

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．５２

者 と捉え、被害を受けた時期を特定した。その結果、

７月が１２名で被害のピークとしたのである。

この結果は東京都が被害の原因を硫化水素とするた

めに都合が良いことであった。東京都は施設を洗浄し

た水を処理せずに下水道に放流していた。そのために

処理水中の硫化水素が下水道から発生し、住民に被害

を与えたというストーリーをでっちあげたのである。

その放流を中止したのが７月なのである。

さらに杉並区が３年後の平成１１年５月（１９９９年）に

行った本格的な疫学調査により、それより１年前以降

（平成１０年から１１年５月まで）にあらたに被害を受け

た人数を訓査した。保健所で計算した値は真実を示し、

明らかに井草地区はその時点においても初期同様に対

照の３地区（水柵、久我山、和田）よりも被害を訴え

る人が多かったのであるが、最終的な報告書ではそれ

を改ざんして他の地区と変わりがないと報告をしたの

である。したがって杉並病の新たな発生はないと結論

したのである。したがって、現在も中継所は杉並区、

中野区、練馬区の不燃ごみを集めている。これらの詳

糾はピコ通信（第１０７号、２００７年７月２３日）に記載し

た（文献１）。ようするに下水の放流を中止したので

被害は収まったことにしたのである。

被害者の１８名が原因裁定を求めた公害調停委貝会は

２００２年６月２６日に化学物質を特定せずに中継所の稼働

と健康被害との因果関係を認めた。しかし、被害を受

けた時期を同年８月までとした。その原因は先に述べ

た保健所の有訴者のピークと下水放流の中止の時期の
一致にある。先に述べたように、１９９９年の杉並区の疫

学調査の改ざんした虚偽報告はこれを補強する材料な

の で あ る。

この結果、現在は被害がないことになった。したが

って市民や支援科学者の要求にもかかわらず、国、東

京都、杉並区は健康調査を行うことを拒否している。
一方、被害者は事件以後、アンケート調査を１０年の

問毎年行ってきた。現在は地元の市民連絡会がアンケ
ートをっづけており、帳入してきた住民が被害を訴え

ていることが判明している。重度の被害者は転居した

人が多いが、転居した人も現地に住み続けている人も

重篤となっている人がいるとのことである。

転居して療養を続けている被害者の１人が現在、東

京都に対して損害賠償を求めて裁判を続けている。詳

細はピコ通信（第１１２号、２００７年１２月２５日）を参照さ



れたい（文献２）。杉並病については多くの著書や文

献 が 発 行 さ れて い る 。 支 援 科 学 者 の ホ ーム ペ ー ジ

ｗｗｗ．ｓｕｇｉｎａｒｒｌｉｔ）ｙｏ．ｃｏｍに資料のリストが掲載されてい

るので参照されたい。

２）寝屋川におけるパレット製造工場周辺の健康被害

大阪市寝屋川に建設されたパレット製造工場は住民

の操業差し止めの申請が却下され、２００５年４月から操

業を開始した。住民は杉並病を調査し、有害物質発生

を事前に察知し、有害物質の洲定や疫学調査を準備し

ていた。残念ながらその予測は的中し、被害が発生し

た。岡山大学の津円敏秀氏の疫学訓査により工場を中

心として７００ｍ以内と対照とした２８００ｍ以遠を比較し

たところ工場による被害の発生が判明した。また、地

元の医師は化学物質過敏症の患者２０名を認定してい

る 。

３）寝屋川ではあらたに４市（寝屋川市、枚方市、交

野市、四条畷市）合同の廃プラ処理施設が２００８年２月

に稼働を開始した。それと同時に高い濃度のＴＶＯＣ

（総揮発性有機物質）が検出され、住民の危惧はあら

ためて現実のものとなった。パレット工場を含め廃プ

ラ圧縮施設の操業停止の裁判は６月１２日に精察を迎

え、９月頃、判決が出る予定である。

４）廃プラ圧縮施設およびＲＤＦ（ゴミ由来の燃料）

製造施設周辺の被害

廃プラ圧縮施設やゴミを燃料とするために圧縮する

施設周辺の被害はいくつか散見するが、なぜか大きな

声にならない。著者らは被害の収集を行っているので

この文章を見た方は是非知らせていただきたい。

６ 。 健 康 被 害 が 無 視 さ れ る 理 由

１）プラスチックからの有害物質の発生について沈黙

する専門家

プラスチックから有害物質が発生することはプラス

チックの専門家やＲＰＦ（廃プラスチック由来の燃料）

を製造する業者はほとんど認識している。さらに圧縮

をすると大量に多くの化学物質が発生する。使川済み

の廃プラや金属などが混入しているとさらに多くなる

とのことである。また、これらは可燃性なので発火現

象が起き、しばしば火災が発生する。プラスチックを

大量保管することは大変危険なのである。有害物質が

発生することやそれらが可燃性であることは某圧縮業

者によるとすべての圧縮機メーカーは認識していると

の こ と で あ る。

このことはすでに樋口・林が総説を発表（ビコ通信、

第８２号、８３号、文献３）しているが、杉並病発生を契

機に東京大学大学院新領域創成科学研究科影本浩敦授

の研究室でプラスチックの原料物質を摩擦、圧縮およ

び放置することによって多くの種類の物質が発生する

ことを確認している。使川済みのプラスチックではさ

らに多種類の化学物質が発生することを東京大学大学

院新領域創成科学研究科柳渫幸雄教授が報告してい

る。メカニズムとしてはマイクロプラズマ反応などご

く微細な而積でメカニカルによって発生する反応が産

業総合研究所の研究者によって提唱されている。

プラスチックからＴ可燃性の有害物質が発生している

ことは健康面のみならず、災害の面としても大変危険

であるにもかかわらず、なぜか一般の人には知られて

いない。おそらく業界もそれを擁護する行政も情報を

隠しているからだと思われる。

本年２月に関係５省庁の総合科学技術会議科学技

術連携施策群というグループの１総令的リスク評価に

よる化学物質の安全管理・活川のための研究開発群

「総合的リスク評価による化学物質の安全管理・活用

に対する各省の取り組みレ平成１９年度対象施策・成米

服告会１が開催され、たまたま著者はそれに参加する

機 会 が あ っ た。

国立環境研究所の野間幸生氏はその巾で、「資源

性・有害性をもつ物質の循環管理方策の立案と評価」

と越して講演を行った。詳細については講演要旨のみ

で論文を読んでいないので不明な点が多いが、材料リ

サイクルを想定したプラスチックの圧縮で発生する有

機物質について報告している。そのなかでは詳細な化

学物質名が掲載されているのはウレタンのみである。

それによると、熱をかけてウレタンを圧縮すると含窒

素シクロ環、含窒素芳香族、芳香族アミン類、イソシ

アネート類、紫外線吸収剤、難燃剤、可塑剤、抗酸化

剤、シクロ環など、各種添加剤や分解物など多種類の

化学物質が検出された。イソシアネートは被害者の一

人が原因物質と指摘している化学物質である。

また、環境に関して、廃プラの手選別室および圧縮

機周辺の空気を調査し、大量の重金属類、ＶＯＣ類を

検出している。この結果、圧縮機だけでなく手選別室

の空気に高い汚染があることがわかった。

著者は多くの廃プラ処理施設をこれまで見学してい
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るが、その際の空気は粉塵だけでなく有機物質や目に

見えないものの、粘着性の物質の存在を感じている。
行政から発信した報告を間いたことがなかったが、国
立環境研究所ではおそまきながらリサイクルの現状で
汚染物質が発生していることを明らかにした。
２）化学物質による被害についての行政および医学者
の対応

プラスチック処理の際にはすでに述べたように手選
別段階、圧縮段階で作業者が有害物質に曝露される。

杉並病や寝屋川事件のように住宅地に処理施設が建設
されると住民がこぞって被害を受けるのである。

杉並病被害者は区の保健所ならびに医者に「気のせ
い」、「更年期」といわれなき言葉で傷ついてきた。先

頃はやりの硫化水素自殺のように即死するか伝染病の
ような症状であれば被害を認めるが「イヒ学物質過敏症」
はなぜか医学者の間で混乱がある。臨床医学の立場の

人はほとんどが認めているにもかかわらず、毒性学の
医者は決して認めようとしない。

専門家ではないので断定はできないが、量一反応関
係にこだわっているような古い医学者や研究者は「化
学物質過敏症」のような人によって発症の仕方が異な
る事象（遺伝子多型）については理解不能のようであ
る。このことは環境ホルモン問題に対しても同じ事が

言える。
だが、事実、被害者（一患者）は存在する。患者を

救うのが医学者のつとめであるし、バックアップする
のが行政の筈であるが、医学者が「化学物質過敏症」

を否定しているかぎり、行政もここぞとばかり追随し
て被害を認めないし、対策を取ろうとしない。被害者
はこの峙代に生きたのが不幸であるが、人間として同
じような被害者が発生しないように被害者は何も知ら
されていない市民に警告を与える義務があると思う。
３）環境行政

健康を守るための大気関連の法律はわずかしかな
い。たとえば環境基準ではベンゼン、など４つの物質

がある。ダイオキシンは特別措置法により基準がある。

そのほかは７つの化学物質の指針値がある。これらの
基準や指針値は行政による測定の年平均で示される。
しかし、たとえこの濃度を超えた数値が被害地で測定
されたとしてもそれと健康被害との関連をつけるのは
ほとんど不可能である。
廃プラ処理施設周辺で健康被害を受けたとして大気

⑤ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯＩ．５２

中の化学物質を測定してもわずかしかない項目の環境

基準値（年平均であらわされる）を超えることは珍し

い。なぜならば、測定は周辺３６０度の方位で連続的に

測定することは不可能なので、たまにわずかの物質を

測定した結果で検討されるからである。化学物質の種

類も存在するだけでも十数万種はある。

著者は環境省の中央環境審議会大気環境部会の有害

大気汚染物質排出抑制専門委員会をほぽ毎年傍聴して

いる。杉並区が中継所およびその周辺で毎年いくっか

の化学物質濃度を測定しているので、国の調査報告と

比較してみた。有害大気汚染物質の濃度は全国平均で

は年々減少しているが、中継所付近の大気濃度はそれ

らと比較すると非常に高い。また、検出限界を高く設

定しているために検出限界以下と杉並区は報告してい

る化学物質が多くある。その結果を普通の人が見ると

濃度が低いと考えがちであるが、専門的に見ると、低

くはないのである。全国平均とくらべても発生源周辺

（一般環境、発生源周辺、沿道と３つの区分がある）

の濃度よりも高い場合があり、中継所周辺の環境は他

の地域と比較すると劣悪なのである。住んでいる方に

は申し訳ない言い方であるが、現在もなお、杉並区井

草はシックタウンの町なのである。

規制の対象となるのは排気基準である。たとえば東

京都で言えば環境確保条例がある。この条例の排出基

準は濃度で規制され、その値は想像できないほど高い

値である。たとえば、ベンゼンでは環境基準の３万倍

以上である。テトラクロロエチレンとトリクロロエチ

レンは１５００倍、ジクロロメタンは１３００倍である。これ

らの高い濃度が許容されているので、さすがに中継所

からの排気ガスがこのような高レベルにはならない。

しかし、排風量が大きければ、総排出量は非常に大き

い値となり、施設周辺の空気は希釈されることなく、

排気ガスで満たされることになるのは常識的にわか

る 。

排出規制が濃度のため、大量の複数の物質を排出し

たとしてもわずかしか決められていない対象物質の濃

度が超えていなければ、違反とはならない。
一方、毒性についてはほとんど分かっていないと言

っても過言ではない。毒性が不明なので、健康被害を

証明するのは困難である。

（以下、次号）



連 続 セ ミ ナ ー 第 ２ 回 報 告

水銀汚染は終わってない！
有害金属コントロールに関する国内外の動向

表題のセミナーが４月２０日（日）に食粒会館で開

催され、約５０名の参加がありました。

貴田晶子さん（国立環境研究所・循環型社会・廃

棄物研究センター）が［水銀の環境排出ｌ］と題して、

また、瀬川恵子さん（環境省環境保健部環境安全課）

が「環境中の水銀管理に関する国際的な取組」を話

さ れ ま し た。

お二人とも平成１８年度に設置された環境省の有害

金属対策策定基礎調査専門検討会の委員です。この

検討会は国際連合環境計画（ＵＮＥＰ）が重金属の

対策を強化するべくワーキンググループを組織した

ことにより日本でも設置されることになったのです。

貴田さんは水銀の課題として国際的にメチル水銀

の毒性評価が行われた結米、摂収許容量が下げられ

たこと、国内的には魚類の摂取制限、アジア閻への

廃棄物の輸出の問題、有害物質の排出ｌｆＵ制が課題で

あり、国際的には石炭燃焼による水銀発生とその長

距離移動の問題、感受性の高い女性、妊婦、胎児へ

の健康影響が問題とされているとの報告がありまし

た 。

瀬川さんは、１．世界の水銀利用、２．我が国に

おける水銀に関する取り組み、ならびに３．ＵＮＥ

Ｐ 重 金 属 プ ロ グ ラム の 概 要 に つ いて 話 さ れ ま し た。

世界の需要の最大は金採掘、つぎに塩ビモノマーの

製造です。日本では現在は使用していませんが、ア

ルカリ製造の触媒や歯科用のアマルガムなどがあり

ます。電池の需要も大きい割合です。

日本は自主的な取り組みとして水銀量の削減につ

ながるように各種製品の製造工程における水銀の削

減に努めています。その他、海外への情報発信とし

て国立水俣病研究センターを中心に水俣病の被害の

事例の共有や、分析手法等に関する国際研修を行っ
ています。また、世界における水銀管理が進むよう

に法的拘束力のある文書の検討及びパートナーシッ

貴田晶子さん 瀬川恵子さん

ププログラムを進めているとのことです。

日本においては水銀の採４万引よ１９７４年の北海道の鉱

山 の 閉 山 を 最 後 に 行 わ れて い ま せ ん 。 現 在 は 電 池、

照明器具、計器、無機薬品、医療機器など製品や廃

棄物から約１５ｔ／年、精錬副産物などから約７５び年の

金 属 水 銀 が 回 収 さ れ 、 出 荷 さ れ て い ま す。 水 銀 は

２００６年にはイラン、香港、インドなどに輸出され、

輸出量の総量は２００６年は２００１年の１５倍です。それに

対して伶入は同年の輸出量の１．４％です。この結果は

日本が水銀フリーを果たしてきた結果です。工業的

には苛性ソーダや塩ビモノマーの製造に水銀を使用

しないことや腿薬として使用されてきた水銀の化合

物の代替品を製造することなどで削減がはたされて
い ま す。 ま た 、 家 庭 用 品 で 従 来 使 用 さ れて き た 殺 菌

やカビ防止剤などの法定基準が１９７５年１月１日に制

定されてから使用できないようになったとのことで

す。 水 銀 電 池 も 現 在 は 削 減 さ れて い ま す。
一方、蛍光ランプは省エネ対策としてますます利

用が広がると予想されますが、１個あたりの水銀使

用 量 が 低 減 さ れて い る と の こ と で す。 国 内 で は 蛍 光

管廃棄物の取り扱いが今後の課題です。

ＵＮＥＰとしてのプログラムは水銀対策のための

条約制定の可能性を含め、対策強化の選択肢を検討

し、２００８年１０月頃に予定されている第２回作業グル
ープ会合において結論を得て、２００９年２月の第２５回

ＵＮＥＰ管理理事会に報告される予定です。
（文責小椋和子）
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！， 連 続 セ ミ ナ ー 第 ３ 回 報 告

重金属汚染と毛髪ミネラル
一子どもたちの心身の健康のためにー

講師：銀座サンエスペロ大森クリニック院長大森隆史先生

連続セミナー第３回目は、毛髪に含まれる有害金

属と子どもの健康問題、特に自閉症や学習障害、の

解明と治療に取り組んでこられた大森隆史先生にお

話していただきました。有害金属の毒性についての

細胞レペルでの説明はかなり難解な部分もありまし

たが、参加者の理解への熱意があふれているセミナ
ー で し た。

解 毒 学 - デ ト キ シ コ ロ ジ ー を 目 指 し て

有害金属や有害化学物質等への取り組みは、現在、

毒物学で止まっており、毒性を明らかにし、環境リ

スクを評価して死亡率やハザード比を明らかにする

に止まっている。現在進行しつつある有害金属（毒

物）による子どもたちの健康異常や発達障害への認

識や治療への解決策が現代医学では見出せていない。

身体症状を改善・治療する（本当の意味でのデトッ

ク ス ＝ 排 泄 に よ る ） 科 学 と し て の 解 毒 学

（Ｄｅｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ）が日本では成立していない（成立で

きない）と大森先生は言う。

多動の子どもたちは、治療されていく過程で「自

分は動きたくなかった」と声を上げるという。多動

や注意欠陥といわれる症状は、固定された疾患では

なく、脳内の問題であり改善の余地がある。多動や

発達障害などの主たる原因は、生まれた峙点ですで

に有害金属に汚染されているからである。またこれ

らの障害のもう一つの背景には遺伝的差異が関係す

ることも分かってきているが、どちらも治療によっ

て症状の改善は可能である。

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．５２

環境中の有害金属の遍在一人体へ（７）慢性的な
蓄 積
ある金属（ミネラル）が毒性を持っているという

ことは、ダイオキシンなどの化学物質も同様である
が、多くの場合、これらの金属は生命進化の過程で

体内の構成成分や代謝反応に使われなかったため、
人体内にそれらの金属への解毒機能が備わっていな
いからである。１８世紀の産業革命以降、人間の活動

によって地殻中にあったさまざまな金属が採掘され

利用されていく巾でこうした金属も環境巾に放出さ
れてきた。特に過去数十年は活発な資源開発と産業
活動によって環境中の有害ミネラルは急激に増加し
つつある。

たとえば、１５００年前のカナリア諸島の人々と現代
人の骨に含まれるカドミウムと鉛の濃度を比較する
と、カドミウムは約６倍、鉛は約７．５倍にもなる。

その結果、私たちの体内にはさまざまな有害金属が
微量ながら慢性的に蓄積していて、さまざまな健康
被害が出ている。こうした健康被害は、水銀による
ヒアルロン酸の合成阻害による肌荒れやしわなど、

ミネラルの種類や濃度そして遺伝的背景によって多

様な症状として顕在化してきている。しかも、現在、
１００人に１人の割合で障害を持った子どもが生まれて
い る。

有 害 金 属 に よ る 細 胞 機 能 の ダメ ー ジ ー カ ル シ
ウムポンプ
生命を考えるには先ず生命の単位である細胞レペ



ルで考えることが重要であり、有害金属による子ど

もたちの異常や健康被害を考える時も、当然、糾胞

レベルで考えることが出発点であると大森先生は説

く。

生体の６０兆個の細胞を円滑に働かせるための信号

伝 達 に は 、 ナ ト リ ウム 、 カ リ ウム 、 マグ ネ シ ウム、

カルシウムなどさまざまなミネラルのイオンが使わ

れている。一般にイオンの濃度の低いところから高

いところヘイオンが運搬される場合（濃度の高低に

逆らう場合）エネルギーを必要とし、その運搬の働

きをポンプという。ポンプの働きは細胞膜の特殊な

タンパク質によっておこなわれている。

最も広範に使われるのがカルシウムイオンで、カ
ルシウムポンプによってカルシウムイオンの運搬が

おこなわれる。その一つである筋肉細胞の場合、筋

収縮はカルシウムイオン（以後、単にカルシウムと

表記する）によって制御されている。たとえば筋肉

では、筋小胞体と呼ばれる組織がありカルシウム貯

蔵庫になっている。そこからカルシウムが筋肉細胞

中に放出されると収縮が起り、次にカルシウムポン

プを使って筋肉細胞からカルシウムが排出されると

弛 緩 が 起 る。

鉛や水銀が身体の細胞の働きを阻害するメカニズ

ムは次のように説明できる。イ本内に取り込まれた重

金属、たとえば水銀は、このカルシウムポンプを構

成するタンパク質、特にタンパク質の成分であるア

ミノ酸のなかでイオウを含むアミノ酸（ＳＨ基をも

つ）に結合し、カルシウムポンプの働きを阻害する。

ま た 、 鉛 は 、 こ の ポ ン プ を 働 か せる た め に 必 要 な、

体内のエネルギー源であるＡＴＰ（アデノシン三リ

ン酸）に結合し、カルシウムポンプにエネルギーを

供給できなくさせることによって、やはりこのポン

プ が 働 か な く な る。

つまり鉛や水銀が細胞膜を通過するカルシウムの

運搬を阻害することによって、細胞内にカルシウム

が満杯になり、細胞機能の低下が起こり、さまざま

な異常が起る。実際に母親の毛髪の水銀濃度が高い

と乳児のカルシウムポンプの活性が低下することが

明 ら か に さ れて い る。

脳内のカルシウムポンプ
大脳の前頭前野で、感情や表現を調整している扁

水銀とカルシウムポンプ
寸●●・ 丿 ● 嘩 Ｉ Ｉ Ｉ ● 丿 蜀 ● 丿 ●

／ λ Ｔ Ｐ 分 解 部 分 Ｎ

と 、 ・ 、 健゛゛゛゛゛””‥‥‥‥‥夕

タ ンパ ク 質 １ ： ： ： ： ゴ ふ Ｐ、
｜｜、．Ｚ＆ｊし血ｊ７／ゝＣが・-リ ン 酸 化 部 分 細 ｓ ａ

ｊ水銀

Ｆ難
４ヂシ， ｌ ｋ キ ’ ｈ ● ● １ ・ ・ ・ ・
-

桃 体 、 そ して 記 憶 を っ か さ ど って いる海馬の各細胞

で水銀や鉛によってカルシウムポンプの機能が阻害

されると、細胞内にカルシウムが蓄積される。また、

ある遺伝子に変異がある場合、体質的に鉛を薔積し

やすくなり、扁桃体や海馬の細胞内にカルシウムが

同じように蓄積される。その結果、扁桃体や海馬の

細胞機能が円滑に進まなくなり、神経伝達物質であ

る セ ロ ト ニ ン、 ド ーパ ミ ン、 ノルア ド レ ナ リ ン を 介

して、不安感など情動のコントロールができなくな

ったり、記憶・学習力の低下が起ったり、行動の活

発化や攻撃性が起こったりするという。

有 害 金 属 一 水 銀 、 鉛 、 ヒ 素 、 カ ド ミ ウ ム 、 ア

ル ミ ニ ウ ム

カドミウムは鉛とともに骨に沈着し骨糊しょう症

を起こす。［１本の米の含有カドミウム量はかなり高

く、玄米では糠の部分にカドミウムが多く含まれる。

ま た 、 鉛 は 、 大 森 先 生 の 毛 髪 検 査 値 解 析 に よ っ て、

母 親 と 子 ど も の 間 に 相 関 関 係 が 示 唆 さ れ た 。 鉛 は、

鉛管が使われていることにより水道水が汚染源の可

能 性 も あ る 。 ま た アル ミニ ウム も 水 道 水 が 汚 染 源 の
一つであると考えられるが、日本では基準値がない。

水銀については、現在、中国などの発展途上国に

よる石炭火力発電によって環境中に大量に放出され、

海洋の水銀濃度が上昇し、魚の水銀濃度も上昇して

いるといわれる。また、ヒ素は海底火山から出てい

て海水巾に含まれ、海藻そして魚に含まれる。水銀

は、ワクチンの殺菌作用のために使われるなど子ど

もの健康に影響を与えている可能性がある。

（文責：森脇靖子）
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「 水 銀 」 に つ い て

前回からはじまったこのシリーズで今回は水銀を

取り上げたいと思います。前回の鉛も歴史的にはた
いへん古くて新しい問題ですが、水銀も鉛同様古く

て新しい問題といえます。被害との関連では、水銀

は鉛以上に日本の内外で人口に檜炎された物質であ

るといってもいいかと思います。それは「水俣病」

「ミナマタ」として全世界的に知られることになった

有機水銀中毒事件の原因物質であったためです。

●水銀の歴史
水銀は古代においてはその特性や外見から不死の

薬として珍重されてきました。特に中国の皇帝に愛
用されており、それが日本に伝わり飛鳥時代の持統
天皇も若さと美しさを保つために飲んでいたとされ
ます。また、東大寺の大仏像の金鍍金を行うのに金
と水銀のアマルガムを大仏に塗った後、水銀を蒸発
させて行われました。一説には、この際起こった水

銀汚染が平城京から長岡京への遷都の契機となった
といわれています。また、水銀の硫化物は辰砂（し
んしゃ）と呼ばれ、朱色の顔料として用いられてき

ました。始皇帝を始め多くの権力者が命を落とした
といわれており、中世期以降、水銀は毒薬として認

知されるようになりました。
世界中において有機水銀はかつて農薬として広く

使われ、１９７０年代にイラクでは、メチル水銀で消毒
した小麦の種を食用に流用したパンによって有機水
銀中毒で４００人以上が死亡する事件がおきた。そして、
その毒性から現在は使用が禁止され、代わりに無機
水銀などが使われるようになりました。
日本で水銀が工業的に使用されるようになるのは

ΦＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲＶｏｊ．５２
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明治期以降で、無機化学工業の進展や農薬として使

用される有機水銀化合物の生産に伴って、労働者の

水銀被曝問題や環境汚染問題がクローズアップされ

るようになりました。その頂点に立ったのがチッソ

によるアセトアルデヒドの生産に触媒として使用し

た無機水銀（硫酸水銀）に由来するメチル水銀汚染問

題でした。この問題を境に、日本では急速に水銀の

生産・使用の制限が行われるようになり、現在では
一部の用途でのみ使用されているだけです。

● 水 銀 の 用 途

水銀は表に示すように、歯科アマルガムや各種金

属とのアマルガム利用や、化学反応の際の触媒や農

薬をはじめ無機薬品、気圧計や温度計、体温計など

の計測機器、電池材料などに主に用いられてきまし

た 。

しかし、現在では蛍光灯や電気スイッチなど一部

の利用にとどまっています。

その水銀需要は、表に示すとおり、１９９０年代まで

水銀の主たる需要先であった無機薬品（１９９０年需要

量ぺ７、３６１ｋｇ）向け及びアマルガム（１９９０年需要；

１陥２３ｋｇ）向けの需要が、記環境規制の強化により、

稲作の特効薬として使われてきた水銀農薬が製造禁

止、苛性ソーダ用電極、塩素電解用電極、塩化ビニ
ール用触媒としての水銀が製造転換に追いやられこ

ととなり、現状での需要は「Ｏ」となっています。

国内の主要需要分野である電気機器及び電池材料

の需要量については、ここ数年総量ベースで２、３００ｋｇ

程度と大きな変化はなく、電気機器向け需要が増加

傾向にあるのに対し、電池材料向け需要は減少傾向



を示しています。また２００１年まで国内需要の２０～

３０％を占めていた計量器向け需要は、年々減少を続

け２００６年の需要量は「Ｏ」となりました。

● 水 銀 の 毒 性

純粋な金属水銀は、他の重金属と同様に、薔私さ

れることによって毒性を発揮します。水銀の化合物

は単体の水銀よりもはるかに？乱い毒性を持つことが

知 ら れ 、 水 銀 を 含 む 有 機 化 合 物 で は 特 に 顕 著 で す。

例えば、ジメチル水銀は数分の１ミリリットルの量で

も死に至る神経毒があります。

水銀は巾枢神経・内分泌器・腎臓などの器官に障

害をもたらし、口腔・歯茎・歯にも損傷を与えます。

高濃度の、もしく；は低濃皮であって４５長時問水銀の

蒸気にさらされると、脳に障害を受け、最終的には

死に至るといわれています。水銀およびその化合物

は、特に胎児や幼児に対して有毒ですレ妊娠した女

性が水銀に被曝した場合、発生障害を持った子供が

生まれることがあるとされています。

水銀需給推移

●水銀削減をめぐる国際的動向
国際的には水銀は国連環境計画（ＵＮＥＰ）が

２００１年から地球規模での水銀汚染に関する活動（Ｕ
ＮＥＰ水銀プログラム）を開始し、以下のような課
題があげられています。

○国内、地域及び地球規模での、緊急対応と長期対
策を可能な限り早期に着手すべきである。

○管理理事会は、すべての国に対し、これらの目標
を定めるとともに、必要に応じて、曝露を被った

人々や生態系の特定や人為的な水銀の放出を減少
させるという観点から国内対策を講じるよう要請
す る。

ＯＵＮＥＰに対しては、水銀汚染に関する対応策を

取ろうとする国への技術的な支援及びキャパシテ
ィービルディングを開始するよう求める。

ＵＮＥＰでは、この要請に応え、来年中には水銀

プログラムを策定することになっています。

（ｋｇ）

区 分 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年

繰越在庫 ６５，１４４ １ＳＳ０，４９８ ６０．０２１ ６，７９１ ４，７７４ ５，１６７

回 収 ７０５ １，４０８ ８４０ ８１１ ３８５ １９８

輸 人 １１，０４５ ６，９０２ ５，４５９ ３，４５３ ３，４５３ ３，４５３

供給計 ７６，８９４ １１Ｓ８．８０８ ６６，３２０ １１，０５５ ８，６１２ ８，８１８

国内需要

ア マ ル ガ ム
- 一 一

３無機薬品 １，４７７ １０

電気機器 ２，２８９ ４３２ １，０６１ １，１３７ １，２２５ １，２７５

計量器 ３，３３５ １、０８３ １，５２５ １，３７８ ６２６

電池材料 ２，０５８ １，７６５ １，２５９ １，１８６ １，１４１ １，０１６

その他 １，２０８ ３，６６９ ４，４２７ ４，１５７ ６，５０９ ７，７１３

国内需要計 １０，３６７ ６，９５９ ８，２７５ ７，８５８ ９，５０１ １０，００４

輸 出 １６，５０２ ５，１７３ １２５，８７２ ３７，７３５ １０７，０３１ ２４８，９３５

需要計 ２６，８６９ １２，１３２ １３４，１４７ ４５，５９３ １１６，５３２ ２５８、９３９
-

（出典：経済産業省鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報、日本鉱業協会・鉱山）
我が国の唯一の水銀生産者は野村興産株式会社で、廃乾電池、廃蛍光灯、廃試薬等から水銀を
リサイクルして供給している。
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環境省は、現在「化学物質審査規制法（化審法）」の見直し作業を進めていま
すが、そこで市民団体等の意見を聴取し、関係者による意見交換を行うための
シンポジウムが開かれます。国民会議も意見発表団体として参加する予定です。
日時：６月２９日（日）１４：００～１６：３０（受付は１３：３０開始）
場所：東京国際フォーラム１階ホールＤＩ（定員１３２名）

（東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）
参加は事前申し込み（電子メール又はＦＡＸにて６月１８日１５：００まで必着）
ですが、空席の状況については下記にお問い合わせください。
化学物質審査規制法の見直しに関するシンポジウム事務局
Ｔｅに０３-３５５３-２２４１、Ｆａｘ：Ｏふ３５５３-７０９２
Ｅ、ｍａｉにｃｈｅｍ⑥ｔｕｂｅ、ｃｏ．ｊｐ

２Ｕ

今期は、設立ＩＯ周年ということもあり、重金属連続セミナーをはじめ、様々
な催し物が目白押しです。予定のものも含めた今後の予定を紹介します。詳し
いことが決まり次第、ホームベージの方でもご連絡します。皆様のご参加をお
待 ち して お り ま す。
１、６月２８日重金属問題連続セミナー④「母子毛髪ミネラル分析についての

報告丿
時間：午後１：３０～４：３０、場所：こどもの城研修室
東京都渋谷区神宮前５-５３-ＩＴＥＬ、０３-３フ９７-５６７７

２．６月２９日「化学物質審査規制法の見直しに関するシンポジウム」
環境省主催のシンポジウムですが、国民会議も意見発表団体として参加する
予 定 で す。
３．９月２７日ＩＯ周年記念事業「子どもの環境保健に関する国際ＮＧＯフォー

ラム」（仮称）
海外ゲスト：ピーター・マイヤーズ氏（「奪われし未来」の共著者）

リチャード・ワイルズ氏
（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ砲ＩＷＯＦｋｉｎｇＧｒｏｕｐ（ＥＷＧ）副代表）

時間・場所：未定

回 ． ＝ - Ξ ・ Ｚ ・ １ ・ Ｓ ・．

４月２０日重金属問題運続セミナー②「水銀
汚染は終わっていない」
４月２６日食の安全・監視市民委員会主催第
６回総会記念講演会「頭髪検査からみえてき
たもの～重金属汚染調査中間報告として～」
５月８日常任幹事会
５月９日化学物質政策基本法制定ネットワー
ク（略称ケミ・ネット）結成準傭会
５月２２日食品プロジェクト会議
５月２８～２９日「化学物質政策基本法試案の
提言」を国会議員と関係省庁へ提出
５月３１日重金属問題連続セミナー③ｒ重
金属汚染と毛髪ミネラル」
６月５日化学物質過敏症プロジェクト会議
６月フ日有害化学物質削減ネットワーク主催
総会記念シンホジウム「どうする化学物質管
理一化審法改正に向けた市民からの提案」

ダイオキシン・
国民会議

環境ホルモン対策
提言と実行
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編集協力・レイアウト
（町聡合工房キャッブ

編集後記広報委員会委員長佐和洋亮
環境サミット
たまたま５月に洞爺湖畔の有珠山へ行き

ました。桜と梅と新緑が入り乱れる美しい
北海道の季節です。湖畔の小高い丘の頂上
に軍艦の形に似たサミットの会場のホテル
が見えます。以前から宿泊客は受け入れず，
地元の温泉街のホテルの従業員の人達にま
で色々なお達しが来ているそうです。
さて，サミット議長国として成果を上げ

ることができるでしょうか。
政府は，２Ｄ５０年時点での温室効果ガス

の削減目標を「現状比６０ないし８０％削減」
という方針を発表しました。先般の主要８
力国（Ｇ８）環境相会議で，日本が２０２０
年までの温室効果ガス中期削減目標を提示
できず，批判されたことの結果とも考えら
れ ま す。
しかし，削減目標を欧州連合の水準に掲

げたことだけでは，大ざっぱな見通しを示
したとしか言えません。
大切なことは。具体的な低炭素社会のプ

ロセスを示すことだと思います。思いつく
ままを書いてみますと，
１．石油消費を節約できる公共機関を活用
すること。

都会では相変わらす自動車の交通うツ
シュが続いています。

２，森林を整備して緑のダムを作ること。
都会の周辺は森林が伐採され，相変わ

らす宅地造成が続いています。
３．石油に代わる自然エネルギーを活用す
る こ と。
風力発電では，その建設自体が自然環

境を破壊している面もあります。太陽熱
利用やバイオエネルギーも政策としては
不十分です。

４．産業分野別に削減可能量を設定するこ
と。
５．政府の方針として，日本の高い技術力
を生かすいわゆる省エネ技術が強調され，
また，世界的には温暖化ガス排出権取引
が提案されていますが，いすれにせよこ
れらは正面から温室効果ガスを削減する
という方法ではありません。

地球環境問題は，ここ１（）ないし１５年間
が勝負だといわれています。国民の間で，
生活の中で少しずつ環境問題に取り組む勤
きが増えてきたことが救いかも知れませ
ん 。
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